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し
も
構
は
や
，
毎
夜
の
如
く
に
次
を
せ
h
A

り
・蜘
甘
く
在
て
越
に
位
・し
さ

り
て
乎
を
炎
、
銀
も
山
も
無
a
御
嵯
-
儀
、
此
年
寄
が
心
中
を
御
た
め
し

被
ν
成
候
。
唯
今
御
前
に
て
若
し

火
絡
を
拾
て
候
は
ピ
町
目
を
失
ひ
、

御
前
陀
て
切
腹
仕
よ
り
外
有
・
御
庄
一
閉山
敷
・
偲
も
/
¥
曲
も
な
き
儀

と
、
涙
を
流
し

'甲
上
け
れ
ば
、
利
家
卿
せ
が
れ
共
め
が
怒
き
事
を

な
し
た
り
.
地
忍
せ
ら
れ
よ
と
て
御
笑
に
成
た
り
と
一
再
々
。
按
宇
る

に
、
山
示
興
が
嗣
子
を
若
狭
秀
澄
と
い
へ
り
。
附
嵐
長
十
七
・
八
年
土
岐

に
.
七
千
石
寺
西
若
狭
と
あ
り
て
、
是
よ
り
子
孫
世
々
七
千
石
を
家

総
と
せ
り
。
右
若
狭
、
老
名
を
未
完
と
呼
べ
り
。
混
見
摘
お
に
云
ム
。

オ
叶
凶
{一一市立

い
ま
だ
若
狭
と
い
へ
る
到
、
共
愛
妾
故
あ
り
て
自
殺
せ

り
。
共
越
を
執
政
中

へ
申・
建
し
け
る
出
内
総
伎
を
以
可
E

見
届
-
U
口
奥

村
河
内
申
付
け
る
医
、
若
狭
検
伎
を
府
不
v
申
・候
陀
付
、
図
法
に
候
僚

押
て
可
=
指
池
一

若
し
一
日制
不
ν
申
a

伎
は
ど
君
鑓
へ
達
し
可
v
申
、
身
上
危

〈
可
v
有
ν
之
哉
之
旨
申
越
し
け
る
児、

仮
令
改
易
陀
山
田
成
と
て
も
検

伎
は
鋭
v

鮪
旨
申
切
た
り
。
共
時
執
政
参
合
の
穿
議
直

々
に
し
て
・
今

校
庭
師
聞
は
古
老
の
都
也
内
談
可
ν
然
と
て
、
隠
居
K
て
居
た
る
菊
池
是

答
を
伎
と
注
し
、
此
儀
如
何
可
v
有
ν
之
哉
、
君
題
へ
建
し
御
下
知
を
務

候
哉
否
哉
と
巾
入
虎
・
-
E
益
陀
は
如
何
故
ν
存
哉
と
民
縮
刷
相

m・
HE
d詮

四
O 

何
と
も
緋
へ
が
た
く
・
依
て
伎
に
4
9
り
た
り
と
。
共
時
民
知
日
・
ク

帥
怖
の
慌
に
図
法
に
泥
み
被
v
巾
放
六
タ
放
成
也
。
外
は
不
v
存
・
捌
宥
身

の
上
K
て
・
出
世
間
桜
に
存
A
Y
る
妾
の
自
殺
を
‘

図
法
と
て
検
使
被
ν

地

候
へ
ば
と
て
鴛
ν
見
可
ν
申
設
。
是
は
な
ら
ぬ
事
也
o

強
て
図
法
を
可
v

立
と
す
れ
ば
、
若
狭
は
絡
を
静
し
退
去
す
る
よ
り
外
相
批…v
之
、
却
て
図

君
の
御
銘
惑
敷
・
闘
の
騒
動
に
も
可
岡田
同
成
ニ
剖
閉
山
・河
内
な
ど
不
感
な

る
放
に
・
b
γ

校
の
岬
E
K
臨
じ
巾
事
は
難
v
成
‘
因
幡
は
合
点
可
v
有
v
之

事
と
存
宇
と
申
け
り
。
円
正
益
拡
一
感
服
し
北
ハ
段
申
建
し
け
る
施
、
執
政

の
断
々
も
4

ん
と
て
検
使
を
指
止
、
無
事
陀
桝
た
り
と
云
々
。
或
は
回

〈
宕
若
狭
は
三
代
目
な
る
若
狭
に
て
・
後
石
見
と
改
相併せ
し
人
な
り

と
も
い
へ
り
。
出
品
文
延
貸
頃
の
若
狭
は
印
ち
此
の
人
也
。

O
見
小
綿
首
塚

宥
西
氏
哲
邸
の
地
内
馬
場
崎
K
あ
り
し
か
ど
・
後
陀
寺
凶
氏
菩
提
所

小
立
野
大
衆
寺
坂
悶
な
る
瑞
袋
寺
の
卵
即
時
u
地

へ
移
し
・
馬
場
崎
陀
逝

社
あ
る
の
み
と
い
へ
り
。
体
設
K
回
く
、
=
一
代
目
石
見
と
栴
せ
し
主

人
の
時
に
や
‘
駒
山
愛
の
児
小
姓
居
た
り
。
然
る
陀
共
の
小
姓
主
人
の

命
に
迷
へ
る
背
中
あ
り
て
、
主
人
選
だ
立
腹
し
・

時陣
地
の
馬
場
崎
に
て

手
打
に
成
し
た
り
。
民
は
脆
景
の
事
に
て
資
昏
の
到
底
間
へ
返
り
け

.. 
る
に、

右
兇
小
姓
居
間
溢
陀
オ
み
居
た
り
。
n
北
は
甚
だ
不
森
な
り
と

て
.
他
の
兇
小
姓
陀
馬
場
崎
へ
溌
越
し
、
死
骸
を
見
分
殺
し
可
v
来
と

申
付
け
、
サ
刊
の
小
姓
馬
場
崎
に
至
り
見
る
陀
、
死
骸
は
な
く
伊
勢
皇

大
一
脚
宮
の
御
紋
微
鹿
に
く
だ
け
あ
る
の
み
。
共
の
由
復
命
す
。
主
人

聞
い
て
走
は
不
審
也
.
定
而
身
代
り
に
立
つ
る
た
ら
ん
J
u
t
き
や
っ
と

て
更
に
ま
た
居
間
先
に
於
て
乎
打
に
な
し
、
死
骸
を
ば
彼
の
馬
場
崎

へ
埋
め
さ
せ
け
る
。
然
る
底
共
の
後
折
々
居
間
先
へ
彼
の
児
小
姓
の

生
首
出
で
‘

主
人
の
限
を
妨
げ
L

り
。
放
に
か
の
母
訟
を
も
家
人
共

首
擦
と
呼
べ
り
。
ま
た
赴
よ
り
し
て
寺
閤
氏
に
は
伊
勢
の
御
紋
を
務

け
や
と
い
へ
り
。
且
従
前
寺
西
氏
の
路
代
皆
恐
昧
に
し
て
、
役
儀
を

動
む
る
人
な
し
。
是
も
彼
の
児
小
姓
の
山
市
な
り
と
い

ひ
仰
へ
た
り
と

ぞ。。
普
楕
曾
所
跡

共
の
地
は
.
寺
西
氏
惣
邸
の
隣
地
陀
て
.
大
手
町
の
末
.
稲
荷
橋
の

橋
爪
也
。
延
貸
の
金
棒
聞
に
次
の
如
く
記
載
す
。

地
H

開
台
所
は
.
席
問
務
中
は
金
四
開
城
中

石
垣
等
の
普
請
方
の
役
場
K

て
、
格
闘阿部中
行
等
の
出
役
所
在
り
。
三
州
芯
来
困
概
究
附
録
陀
云
ム
。

許
制
制
台
所
の
持
出
地
不
v
餅
。
州
民
安
元
年

頭
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